別記様式第2号（第7条関係）

26年　11月　11日
申請者　様

北 見 市 長　　櫻田　真人　印

北見市大規模空き建築物除却事業補助金　交付決定通知書

　　　年　　月　　日付けで申請のありました標記事業に係る補助金交付申請につきまして、北見市大規模空き建築物除却事業補助金交付要綱第7条第1項の規定に基づき、下記のとおり決定したので通知します。

記

	通知番号
	第111号

	交付決定額
	　　　　　　　円

	所在地
	北見市






※除却工事の内容、工事費等を変更しようとするときは、遅滞なく、変更申請書に必要書類
を添えて、市長に提出しなければならない。

※除却工事を取りやめるときは、遅滞なく、交付申請取下げ届を市長に提出しなければ
ならない。

※北見市大規模空き建築物除却事業補助金交付要綱第16条に基づき、次のいずれかに該当するときは補助金の交付決定が取消しとなる。
① 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
② 除却後、3年以内に公共・公益施設用地等に供されなかったとき。
③ 完了報告書の提出がなされなかったとき。
④ 期限内に除却工事が完了しないことが明らかとなったとき。
⑤ 報告、検査及び指示を拒んだとき。
⑥ 補助することについて不適当と認める行為があったとき。
